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☆登録申請・相談は、事前に電話で予約して下さい。 

 

 

 

 

 

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８－１ 宮城県行政庁舎１４階 南側 

宮城県 経済商工観光部 観光政策課 観光政策班 

電話 022-211-2823 FAX022-211-2829 

 

http://www.pref.miyagi.jp/site/kankou/ 



 

 

 

 

 

○旅行業者代理業 ○所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録種別 登録業務範囲 

○第１種旅行業 

○海外・国内の募集型企画旅行 

○海外・国内の受注型企画旅行 

○海外・国内の手配旅行 

○他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結 

○第２種旅行業 

○国内の募集型企画旅行 

○海外・国内の受注型企画旅行 

○海外・国内の手配旅行 

○他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結 

○第３種旅行業 

○営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の 

 募集型企画旅行  H19.5.12 改正 

○海外・国内の受注型企画旅行 

○海外・国内の手配旅行 

○他社実施の募集型企画旅行の契約の代理締結 



旅 行 業 者 代 理 業 の 新 規 登 録 申 請 に つ い て 

宮  城  県 

 

第１ 旅行業登録制度 

 

(1)  旅行業者代理業を営もうとする者は、旅行業者代理業を行う主たる営業所の所在地

を、管轄する知事の登録を受ける必要がある。 

（旅行業法第３条及び同法施行規則第１条第１項第３号） 

(2)  旅行業者代理業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省省令で

定める事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。 

（旅行業法第４条第２項及び同法施行規則第１条の３） 

(3)  登録を受けないで旅行業者代理業の営業活動を行うと無登録営業として、法律によ

り処分される。（旅行業法第２９条） 

 

第２ 登 録 条 件 

 

申請者が、登録拒否条項（下記事項）に該当する場合は、その登録は拒否される。 

（旅行業法第 6 条第 1 項各号） 

(1)  旅行業法第 19 条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、そ

の取り消しの日から 5 年を経過していない者 

(2)  禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過していない者 

(3)  申請前 5 年いないに旅行業務に関し不正な行為をした者 

(4)  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記 3 号

の 1 に該当するもの 

(5)  旅行業法第 6 条第 1 項第 6 号において規定する心身の故障により旅行業、旅行業者

代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定める者又は破産

手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(6)  法人であって、その役員のうちに上記(1)から(3)、(5)に該当する者があるもの 

(7)  営業所ごとに旅行業法第 11 条の 3 の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任

すると認められない者 

(8)  旅行業代理業を営もうとする者であってその代理する旅行業を営む者が 2 以上で

あるもの 

 

 

 



第 3 新規登録申請に当たっての用件 

 

(1)  別紙「旅行業者代理業業務委託契約に定めておく事項について」の各事項を、登録

後、旅行業者及び旅行業者代理業申請者共に遵守できること。 

(2)  主たる営業所の所在地が、宮城県内にあること。 

(3)  法人で申請する場合は、商号・目的（定款・法人登記簿共に）について、下記事項

に注意のこと。 

『商 号』 
既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者との類似商号をさけるため、必ず申請

書提出前に電話等で確認のこと。 

『目 的』 必ず『旅行業者代理業』又は『旅行業法に基づく旅行業者代理業』とすること。 

 

(4)  旅行業務取扱管理者を選任すること。（旅行業法第 11 条の 2） 

  ①営業所につき 1 人以上の旅行業務取扱管理者（常勤専任で就業のこと。）を選任する 

こと。 

  ②海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者試験合格者を管 

理者として選任すること。 

  ③従業員数が 10 人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任するこ 

と。 

 

第 4 申請に必要な書類 

 

 別表「旅行業者代理業新規登録申請書類一覧表」のとおり。 

 

第 5 登録後の留意点 

 

 (1)  旅行業者代理業の登録は、下記の事由により失効する。 

①所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失ったとき。 

 （旅行業法第 15 条の 2 第 1 号） 

 ②所属旅行業者が登録抹消になったとき。（旅行業法第 15 条の 2 第 2 号） 

(2)  登録事項に変更があったときは、その日から３０日以内に届け出なければならない。 

  （旅行業法第 6 条の 4 第 3 項） 

 

 

 

 

 



「旅行業者代理業業務委託契約に定めておく事項について」 

宮 城 県 

 

1. 委託業務の範囲について 

 

 旅行業務に関し、旅行業者（以下、旅行業者代理業業務委託契約書に係る記載において

は、「甲」という。）がその旅行業者代理業者（以下、旅行業者代理業業務委託契約書に係る

記載においては、「乙」という。）に委託する業務（以下「委託業務」という。）は以下のも

のとする。 

 (1)  甲の行う募集型企画旅行に関する次の業務 

   ア 旅行業法第１２条の４の取引条件を説明する書面の交付及び旅行者への説明 

  イ 旅行者との旅行契約の締結、変更又は解除 

  ウ 旅行業法第１２条の５の契約書面の交付 

  エ 旅行者に対する旅行代金の請求及び旅行代金の受領 

  オ 旅行者に対する取消料又は違約料の請求、受領及び旅行代金の払戻し 

 

 (2)  甲が取扱う受注型企画旅行に関する次の業務 

  ア 旅行業法第１２条の４の取引条件を説明する書面の交付及び旅行者への説明 

  イ 旅行者との旅行契約の締結、変更又は解除 

  ウ 旅行業法第１２条の５の契約書面（企画書面を含む）の交付 

  エ 甲が作成した企画書面にかかわる旅行者からの受注型企画旅行契約の申込の受領 

  オ 旅行者に対する旅行代金の請求及び旅行代金の受領 

  カ 旅行者に対する取消料又は違約料の請求及び受領及び旅行代金の払戻し 

 

 (3)  甲が取扱う手配旅行契約に関する（２）の業務（企画書面にかかわるものを除く） 

 

 (4)  甲が旅行業法第１４条の２に基づき締結した他の旅行業者との募集型企画旅行取 

   扱委託契約において、乙を受託旅行業者代理業者として定めた場合の当該他の旅行 

業者（以下「委託旅行業者」という。）の募集型企画旅行契約に関し、乙が当該旅行 

業者を代理して行う（１）の「ア」から「オ」までの業務 

 

 (5)  (1)から(4)に係る旅行者からの依頼による旅券、査証、予防接種証明書の取得そ 

の他渡航手続代行業務 

 

 (6)  (1)から(5)の業務に付随する甲が明示して依頼した業務 

 



２．旅行業者代理業者による所属旅行業者の明示について 

 

 (1)  所属旅行業者の明示について、少なくとも、乙は委託業務に関し使用する以下の

書面等に、甲が所属旅行業者である旨及び乙が甲の代理業者である旨を明示しなけ

ればならない。 

 (2) 

  ①旅行業務取扱管理者証及び外務員証 

  ②取引条件説明書面、契約書面 

  ③看板その他の掲示物 

  ④委託業務に関して旅行者に交付する領収書 

  ⑤乙が行う委託業務に関する広告 

  ⑥その他委託業務に関して旅行者に対して使用する名刺等の事務帳票等 

 

 (3)  (1)各号の書面等に記載する甲の名称は、乙の名称より大きな活字を用いて表記す 

るなど、甲が所属旅行業者であることを明確に表記しなければならない。 

 

３．所属旅行業者による委託業務の監督、監査について 

 

 (1)  甲は年間 2回以上の別に定める時期及び甲が必要と認めたときに、乙の営業所等 

   に立ち入って委託業務に関し、以下の事項その他所要の事項を監督、監査するもの

とする。 

 

  ①委託業務の取扱状況並びにこれに係る口座及び関係諸記録の内容 

  ②外務員証の発行状況及び外務員証交付簿の作成状況 

  ③所属旅行業者の明示の状況 

  ④領収書の管理、発行状況 

  ⑤その他委託業務に関する諸記録の状況 

 

４．旅行業者代理業者が取り扱った委託業務宇に係る財産の分離等について 

 

 (1)  乙は、甲の委託業務を行うことにより領収し又は支払う金銭について、これを管

理するための専用の口座を設ける等、自己の財産と混用消費することのないよう措

置すること。 

 

 (2)  乙は、委託業務に係る金銭を他の勘定と明確に区分して計理するとともに、委託

業務に係る収支明細書その他の関係諸記録を整理・保管しなければならない。 



５．旅行業者代理業者が取り扱った委託業務に関する苦情の解決について 

 

 (1)  乙は、乙が取り扱った委託業務に関し旅行者から契約、責任、補償等に係る苦情が 

発生したときは、当該苦情の内容を把握して上で、その内容を速やかに甲に連絡し 

なければならない。 

 

 (2)  甲は甲の責任において前項の苦情の解決にあたるが、乙はその解決のために甲に 

協力するものとする。 

 

 (3)  委託旅行業者が企画する旅行に関し苦情が発生したときは、甲と委託旅行業者と 

の企画旅行取扱委託契約に基づいて委託旅行業者が苦情の解決にあたるが、乙はそ 

の解決のために甲の指示の下で委託旅行業者に協力する。 

 

６．旅行業者代理業者が取り扱った委託業務に関する事故の処理について 

 

 (1)  甲又は乙は、乙が取り扱った旅行者の旅行中に不測の事故が発生したことを知っ 

たときは、直ちに相手方に連絡する。 

 

 (2)  甲は、甲の責任において事故に対処するが、乙はその解決のために甲に協力する。 

 

 (3)  委託旅行業者が企画する旅行に関し不測の事故が発生したときは、甲と委託旅行 

業者との企画旅行取扱委託契約に基づいて委託旅行業者が事故に対処するが、乙は 

その解決のために、甲の指示の下で委託旅行業者に協力する。 

 

７．旅行業者代理業者のサービス提供機関等との取引について 

 

 (1)  乙は、委託業務に関し、(2)に定める場合を除き、所属旅行業者以外の旅行業者、 

地上手配業者、運送機関、宿泊機関、その他旅行サービス提供機関（以下「旅行サー 

ビス提供機関等」という。）との間で、直接取引又は直接決済を行ってはならない。 

 

 (2)  甲が既に発見を確定させた特定の旅行サービスに係る券面等を受けとる行為及び 

以下のすべてに該当する場合に、乙が旅行サービス提供機関等との間で甲を代理し 

て契約を締結する行為に限ってはこの限りではない。 

 

 

 



  ①甲と旅行サービス提供機関等との間で締結された契約書において、取引範囲を定め 

て甲の旅行業者代理業者が旅行サービス提供機関等との間で直接に取引をすること 

ができる旨定められていること。 

  ②前項の契約書に定められた範囲において、甲と乙の間で乙が旅行サービス提供機関 

等と直接に取引をすることができる範囲及びその期間を定めた約定書が締結されて

いること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

旅行業者代理業者新規登録申請書類一覧表 

No. 書類名 法 個 備考 

１ 

新規登録申請書（１） 

● ● 

申請者の住所は、法人の場合は登記簿謄本の「本店所

在地」、個人の場合は住民票に記載の「住所地」とする

こと。 

※また、法人の本店（個人の場合は代表者住所）と主

たる営業所の所在地が異なる場合及び正式商号の外に

副商号を使用する場合は誓約書が必要。 

２ 新規登録申請書（２） ▲ ▲ その他の利行書（支店）がある場合。 

３ 
定款（写）又は寄附行為（写） 

○  
「目的」は、「旅行業者代理業」又は「旅行業法に基づ

く旅行業者代理業」とすること。 

４ 

登記簿謄本 

（履歴事項全部証明書） 
○  

申請日を含めて３か月いないに発行された登記簿謄本

（履歴事項全部証明書）とすること。※「目的」は、

「旅行業者代理業」又は「旅行業法に基づく旅行業者

代理業」とすること。 

５ 

役員の宣誓書 ●  監査役を含む全役員の宣誓書（自署したもの）。 

事業者の宣誓書  ● 自署したもの。 

事業者の住民票 
 ○ 

３か月以内に発行されたもの。外国人は「外国人登録

済証明書」 

６ 
旅行業務に係る事業の計画 

● ● 
「10 手配の確実性を証する契約先」欄に係る契約は、

その契約書の写しを添付すること。 

７ 
旅行業務に係る組織の概要 

● ● 
旅行業務を取扱う部局及び関連部局の組織図。選任し

た管理者を明記する。 

８ 

旅行業務取扱管理者選任一

覧表 

● ● 

旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し、履歴

書、宣誓書を添付のこと。※なお、個人事業者又は役

員が管理者の場合等は重複提出不要（履歴書、宣誓書

は、自署のもの）※管理者が出向の場合は、出向契約

書写及び本人の同意書が必要 

９ 

営業所（その他の営業所も含む） 

の使用権を証する書類 ○ ○ 

営業所毎に建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し。 

※また、転貸借等の場合は、併せてその契約書及び賃

貸人（所有者）の同意書が必要 

10 
業者代理業業務委託契約書

（写） 
○ ○ 

 

（注）●▲印及びゴシック文字は、様式書類があるもの。・「法」は法人を、「個」は個人を表す。 


